
　　～通行止めの交通規制へのご理解とご協力のお願い～

　　　　　 令和　8年　6月吉日

　　　　　東北電力ネットワーク株式会社　　　　

　　　　　山形幹線昇圧延長工事４・５工区共同企業体

　　　　平素より，地域の皆様には当工事にご理解とご協力を賜り，誠にありがとうございます。

　　　　この度，東北電力ネットワーク株式会社の送電線鉄塔建設工事に伴い，工事車両通行の幅員

　　　確保および地域住民の皆様の安全な通行確保を目的として，県道の一部拡幅工事および待避所

　　　（退避スペース）設置工事を実施いたします。工事期間中は該当区間において通行止めの交通

　　　規制が発生いたします。

　　　地域の皆様には大変ご不便をお掛けしますが，安全確保のため，何卒ご理解とご協力をお願い

　　　申し上げます。

　　　　　■工事期間

　　・令和 8年 6月22日（月）～令和 8年 11月30日（月）

　　・作業時間：８時30分～17時00分（予定）

　　　※　夜間，土日は通行止め解除に努めますが，作業の進捗状況により解除できない

　　　　　場合がございます。

　　　　　■工事場所

　 　　・県道58号　鮭川村大字曲川字居口地区～大字曲川字丸森地区　

　　　（詳細は別紙案内図をご確認ください）

　　　　　■工事内容

　　・道路の一部拡幅工事

　　・待避所（退避スペース）設置工事

　　・付帯する整地・舗装・安全施設設置作業

　　　　　■交通規制について

　　・全面通行止め（通行止め解除する際は安全看板に休工と掲示いたします）

　　・工事車両の出入りが増加

　　　　　■地域住民の皆さまへのお願い

　　・通行止め規制時は，別紙案内図のう回路のご利用をお願いいたします。

　　・騒音・振動が発生する場合がありますが，ご理解をお願いいたします。

　　本工事は，電力の安定供給に係わる，地域の安全確保のために必要な工事です。

　　ご迷惑をおかけいたしますが，引き続き地域の皆さまのご理解とご協力を賜りま

　　すようお願い申し上げます。

発注者：東北電力ネットワーク株式会社

　　　　　送変電建設センター　酒田工事所

施工者：山形幹線昇圧延長工事４・５工区共同企業体

　　　　現場代理人　　太田　　康

　　　　電話　0233-32-1587　　携帯　080-6980-4115

送電線鉄塔建設工事に伴う県道拡幅工事等のお知らせ



西郡川

丸森橋

県道
58号

線

木の根坂地区

丸森地区

う回路

県道308号線う回路

う回路

至　大芦沢地区

通行止め区間

県道308号線

曲川

村道

う回路

県道58号線

県道377号線

至　西郡地区

：標識設置位置

居口地区

居口橋

N

案　内　図

う回路

字観音寺

豊田橋

観音寺橋

庭月観音

中学校

県
道
3
5
号
線

字岩下

鮭川

至　鮭川村役場方面

至　真室川町方面


